
第８０回（第８１回冬季）国民スポーツ大会近畿ブロック大会

補助金の取り扱いについて

補助金の対象項目  

（１） 報償費（謝金）は、医師２0,000 円/日、看護師 1０ ,000 円/日、競技

会に必要な審判等  10,000 円/日を上限とします。

  （注１）謝金の様式を使用してください。必ず個人への支払いをおねがい

します。  

  （注２）謝金の領収書は、必ず自筆で住所、氏名を記入し捺印すること。

なお、訂正を要する場合は二重線で消し、訂正印を捺印してくだ

さい。  

  （注３）医師・看護師の謝金については源泉徴収を行う関係上、実行委員

会として謝金をお支払いいたします。なお、内示額には医師・看

護師の謝金が含まれていますので、請求の際には差引した額で請

求書を作成してください。また金額、従事した日時を把握するた

め（別紙）医師・看護師報告書を提出してください。  

  （注４）医師・看護師には当日、請求書（別紙）を必ずご記入いただき実

行委員会までご提出ください。（滋賀県スポーツ協会 HP よりダ

ウンロード）

  （注５）役員への謝金については原則、確定申告をしていただくようお伝

えいただければと思います。（競技団体が源泉徴収をしていただ

く形でも良い）  

（２） 旅費

①交通費（居住地及び会場の最寄り駅、バス停等の公共交通機関往復運

賃の実費を上限とします。タクシー代は対象になりません。）

②宿泊費（実費とします。競技運営上、やむを得ない場合のみの競技役

員・審判員等を対象とします。）

   （注１）旅費は、必ず捺印すること。（氏名は自筆でなくてもいいです。） 

宿泊費はホテル等が発行する領収書、宿泊対象者記載の明細を添

付して提出してください。  

（３） 食糧費

審判等の昼食費

  （注１）領収書を添付してください。  

  （注２）レセプション等の会食や、昼食以外の補食については対象外とし

ます。  



 

   （４）  需用費  

       ①消耗品費（競技会、競技運営に必要な事務用品）  

 

      （注１）基本単価１０万円以下のものは消耗品としますが、ユニフォーム

等の備品となるものは対象外とします。１０万円を超える物品に

ついては、事務局に相談してください。  

          購入物品の領収書を添付してください。  

 

       ②印刷製本費（プログラム印刷費、競技会に必要なオーダー用紙等）  

 

      （注２）プログラムには JKA 補助事業（ケイリンマーク）である表示を

してください。表示がない場合は、補助対象になりませんのでご

注意ください。使用するマークについては、規定に則して使用し

てください。（別紙参照）  

プログラムに掲載する広告を募ることは可能です。広告料収入に

ついては、事業終了後の決算報告にあげてください。事前に把握

している場合は、収支予算書にあげるようにしてください。  

印刷にかかった経費の領収書を添付してください。  

 

      （注３）１件２０万円以上（税込）の発注については、原則３社以上の見

積合わせにより業者を決定し、契約書を取り交わすこと。  

           ※契約書の写しを提出すること。  

           １件２０万円未満（税込）の発注については、請書を提出して

もらうこと。※請書の写しを提出すること。  

       

（注４）見積書・契約書（20 万円以上）請書（20 万円以下）・請求書・

領収書（または銀行振込伝票）  

 

      （５）  役務費  

通信運搬費（事務用切手他郵送料、競技会に必要な備品等の運搬費）  

 

（注１）領収書を添付してください。  

 

   （６）  賃借料（競技会に必要な用具等、競技運営に必要な事務機器等の賃借に

係る料金）および会場使用料（代表者会議の会議室使用料、競技会場使

用に伴う使用料、付帯設備等含む）  

 

     （注１）賃借料は、１件２０万円以上（税込）の発注については、原則３社

以上の見積合わせにより業者を決定し、契約書を取り交わすこと。

※契約書の写しを提出すること。  

          １件２０万円未満（税込）の発注については、請書を提出しても

らうこと。※請書の写しを提出すること。  

 

     （注２）見積書・契約書（20 万円以上）請書（20 万円以下）・請求書・領

収書（または銀行振込伝票）  

 

（注３）会場使用料は、使用した会場・施設の管理者の発行する利用明細  

書と領収書を添付してください。なお、証拠書類は「使用年月日」 

及び「第 80 回国スポ近畿ブロック大会○○競技○○種目○○体  

育館使用料」と記載があることとします。  



 

   （７）  その他、競技会開催に必要であり、会長が認めた費用等  

 

   （８）  差額、返金について  

       会議を実施しないなど、当初計画していた用務がなくなった場合、差額

や返金等が発生します。差額分については、実績報告後に事務局より請

求しますのでご承知おきください。  

 

   （９）  その他特記事項  

        

①  補助金の交付申請日は、実行委員会設立日の 4/２7 以降にして  

ください。  

 

②補助対象期間は、4/２7 以降かつ、交付申請日以降になります。  

 

③領収書の宛名は競技団体名でお願いします。  

 

④実績報告は３０日以内にお願いします。  

 

⑤内示額については、予定通り大会が開催された場合の金額になります。

中止になった場合は、金額に変更が生じることになります。  


